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旅費精算に関する証拠書類等の変更について 

 

 旅費の精算に際して必要な書類及び出張報告書に記入が必要な項目等につ

いては、平成２４年９月２８日付け「旅費精算に係る証拠書類提出等の徹底

について」によりお知らせしているところですが、今般、業務効率化の観点

から内容を見直し、令和元年８月１日以降に出発する出張分から別紙のとお

り変更しますので、取扱いに遺漏なきようお願いいたします。 

 

 

＜主な変更点＞ 

１．外国出張に係る「パスポートの写（氏名及び出入国日付が確認できる箇

所）」の提出を不要とする。 

変更理由 

自動化ゲートを利用した出入国審査の普及等により、必ずしもパスポー

トに出入国スタンプが押印されるわけではないこと、また、搭乗券等他の

証拠書類により搭乗の事実確認ができることから、証拠書類としての提出

を不要とする。 

 

２．旅費精算に関する証拠書類の特記事項のうち、外国旅行日記に係る記載

を削除する。 

  変更理由 

   外国旅行日記の提出が不要であることは既に定着しているため、特記

事項から削除する。 

 

 

 

 

 

 

 ＜担当＞ 

総務部職員課職員係（6151） 

e-mail: syokuin@adm.kanazawa-u.ac.jp 

財務部財務企画課財務総括係（5044） 

e-mail: fisokatu@adm.kanazawa-u.ac.jp 



【2019.7.30改正】
別紙

【１】旅費精算に関する証拠書類

出張なびを利用した手配 出張なび以外での手配

航空機 不要
・搭乗券等実際に搭乗したことが確認できるも
の
・領収書

航空機以外 不要 不要

不要
・領収書
・領収書金額の内訳が確認できる書類（パック
旅行パンフレット等で代用可）

航空機 不要

・搭乗券等実際に搭乗したことが確認できるも
の
・領収書
・領収金額の内訳（航空賃及び旅行雑費）が確
認できる書類

航空機以外 不要
・領収書
・領収金額の内訳が確認できる書類

不要
・領収書
・領収書金額の内訳が確認できる書類（パック
旅行パンフレット等でも代用可）

特記事項

【2】用務内容に関する提出書類及び出張報告書への記載内容
証拠となる書類等 出張報告書への記載内容

《必須》日程及び開催場所等が確認
できる書類（プログラム等）

※参加した学会等名、及び用務内容（発表・資
料収集の別）を記載すること

※打ち合わせ相手の所属・職・氏名、及び打ち
合わせの場所、時間、内容を記載すること

《必須》入館証等実際に入館したこと
がわかるものの写（※1）

※用務内容、収集した資料の内容等を記載す
ること
※現地で打ち合わせを行った場合は、２に準じ
た内容も記載すること

※具体的な調査地等の名称及び調査内容等
を記載すること
※現地で打ち合わせを行った場合は、２に準じ
た内容も記載すること

（※1）入館証等のない場合は、その旨を出張報告書へ記載すること。

・事務担当者は上記の書類が適切に備わっていることを必ず確認し、必要に応じて出張者に追加の資料を求めるなどの対応
をとること。また、出張者においては、出張を裏付ける客観的な証拠書類を具備するように努め、事務担当者と協力して適切な
出張報告を行うこと。

・学外者に対する本学への依頼出張の場合で、往復航空券の領収書があり、往路分の搭乗券が間違いなくその領
収書のものである場合等は、業務終了後である復路の搭乗券は不要とする。

１．学会・研究集会等への参加

２．研究等の打ち合わせ

３．博物館・美術館・図書館等での調査

４．フィールドワークによる調査

・１～４以外の用務による出張の場合も出張先での用務等が確認できる資料（出張日に出張先において研究等の活動を行っ
たことの裏付けが可能となる資料）を添付し、資料等がない場合は出張内容の詳細を報告書に記載すること。

国内出張

交通費

パック旅行

外国出張

交通費

パック旅行


